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令和６年度 大牟田市教育委員会８月定例会会議録 

 

１．日 時 

  令和６年８月８日（木） 

 開会１４時００分   閉会１５時３９分 

２．場 所 

  大牟田市庁舎４階教育長室 

３．出席者 

教育長：谷本  理佐 

委 員：嶋田 桂子、山本 和夫、東 秀樹、木場  真帆 

４．欠席者 

なし 

５．出席事務局職員 

事務局長 坂井 尚徳、教育監 平河 良、事務局次長  久冨 良章、 

教育みらい創造室長  松葉 茂、学校教育課長  田上 修、指導室長 杉野 浩二、 

市民協働部副部長  高口 雅実、生涯学習課地域学習担当課長  浦川 一浩 

６．傍聴人数 

 ０人 

７．開会の宣告等 

１４時００分、教育長が開会を宣告し、本日の議題について非公開の発議の有無の確

認を行った。事務局長から、議案第６号については、公開することにより教育委員会が

行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、非公開が相当と考え

られる旨の報告がなされた。これを受けて、教育長から、議案第６号の審議を非公開と

することについて発議がなされ、採決の結果、全員一致で非公開とすることと決定した。  

 

 

（報告事項） 

１ 令和６年度大牟田市立小・中・特別支援学校ＰＴＡ連合会「対市陳情」について【生

涯学習課】 

教育長      令和６年度大牟田市立小・中・特別支援学校ＰＴＡ連合会「対市陳情」

について説明をお願いします。 

地域学習担当課長 令和６年度大牟田市立小・中・特別支援学校ＰＴＡ連合会「対市陳情」

について説明します。 

 

（資料に基づき、以下の内容について説明・報告） 

・ ７月２４日に行われた大牟田市立小・中・特別支援学校ＰＴＡ連合会による対

市陳情の内容 

・ 陳情の書面に述べられたもの以外に、陳情の際の市長・議長・教育長との懇談

の中で、「地域で活躍できる人材の育成について、大牟田市や関係部署によって

支援をいただきたい」との発言がなされたこと。 
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・ 陳情に対する回答は、令和７年２月末に行う予定であること。 

 

教育長       何かご質問・ご意見はありませんか。 

委 員       １（１）にある防犯カメラの増設の要望についてですが、現在、防

犯カメラは全学校に設置されていますか。 

地域学習担当課長  はい、全学校に設置されています。 

委 員       そうすると、増設とは、正門等以外にも設置してほしいということ

ですか。 

地域学習担当課長  はい、そうです。 

教育長       不審者対策として、正門１か所だけでなく、東門や西門などへの増

設を要望されたものです。現在も、２個や３個設置している学校もあ

ります。 

防犯カメラについては、市民協働部で全て予算化して全学校に設置

しました。その後は、大牟田法人会様からご寄贈いただき、毎年１個

ずつ増設しています。今年度は宅峰中学校に２個目を設置することと

しています。全学校、全ての門に設置しているのではないので、今後

も、ご寄贈等をいただきながら、学校と相談して設置していきます。 

委 員       学校の敷地は広いので、大変とは思いますが、よろしくお願いしま

す。 

委 員       学校再編で閉校した学校に設置していた防犯カメラは、移設して使

用しますか。 

教育長       使用できるものは移設して使用します。ちなみに、空調設備につい

ては、施設担当が移設計画を作成しています。 

委 員       ３（２）に「災害時は避難所となる体育館への空調設備のさらなる

設置をお願いいたします。」とあります。「避難所となる」ということ

は、学校の体育館を本来の機能以外に使用するということですから、

空調設備の設置のための予算は、教育委員会以外の部署から充てても

らえないのかなと思いました。 

教育長       大牟田特別支援学校の体育館は空調を設置したことでとても快適に

なりました。 

委 員       確かに、あの快適さを経験すると他の学校にも設置したくなります

が、体育の授業で１日にどれくらい体育館を使用しますか。使用しな

い日もありますか。  

教育長       使用しない日はほとんどないと思います。中学校では、授業だけで

なく、部活働でも使用します。  

なお、避難場所としては、主に、空調が設置されているミーティン

グルームや特別教室などを使用しています。  

委員        先ほどの防犯カメラに関連して、モニターはどこに設置されていま

すか。 

教育長       モニターはなく、リアルタイムで監視しているのではありません。 
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市民協働部副部長  画像は記録媒体に記録し、何かが起きたときには、記録した画像を

確認することとなります。 

委 員       モニターを付けるとすると、費用が高額になりますか。 

市民協働部副部長  はい。費用のほか、誰がモニターを監視するのかということもあり

ます。 

委 員       防犯カメラの設置費用についてですが、羽山台校区では、校区まち

協の人たちが、市から交付されたリサイクル還元金の一部を、児童生

徒のために使ってほしいということで、防犯カメラの設置のために補

助されたことがありました。簡素なものであれば、さほど高額ではな

いと思いますので、他の校区でもそのようにしてもらえたら、そのた

めの予算を空調など他の予算に回せるのではないかと思います。 

それから、学校の Wi-Fi についてですが、体育の授業を運動場で行

う場合に、どの程度 Wi-Fi が必要でしょうか。それは、社会体育、ソ

フトボールやサッカーのチームの子のお母さんたちが、なぜ学校の

Wi-Fi を外で使えないのかと言われていたという話を、ＰＴＡを通し

て耳にしたものですから。 

教育長       運動場ではさほど必要はありません。必要な場合には、教育委員会

からポケット Wi-Fi を学校に貸し出します。 

委 員       先ほどの説明の中にありましたが、地域で活躍できる人材の育成へ

の支援とは、どのような意味でしょうか。  

地域学習担当課長  例えば「放課後子ども塾」のようなものに取り組むのはＰＴＡだけ

では難しく、地域の方々にも応援していただかなければならないので、

一緒に地域の担い手を作っていきたいが、ＰＴＡの人たちも忙しいの

で、地域と連携しながら人材を育成することに対し、行政の支援をお

願いしたいということかと思われます。 

委 員       様々な年代の人たちと取り組みたいということですね。わかりまし

た。 

委 員       ２（１）の最後の所の「主幹教諭以上の職に対する補助教員の配置」

とありますが、この「補助教員」とは、退職された校長などを意味す

るのでしょうか。 

教育長       教員不足のため、主幹教諭や教務主任が学級担任をしたり、教頭が

授業をしなければならないような状況が近年起きていますが、そのよ

うなことにならないよう、授業を担う非常勤講師等を配置してほしい

という意味だと思われます。 

委 員       教員の人数を増やしてほしいという意味ですね。 

教育長       例えば今年度は、県全体で小学校に約６００人採用すべきところ、

約４００人しか採用できておらず、その４００人を県全体の小学校に

配分しますので、本当に先生が足りない状況になっています。 

委 員       同じく２（１）に「小学校における専科教員」とは、中学校の先生

のような人に小学校の授業に入ってもらうということですか。  
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教育長       小学校で体育、理科、英語などの特定の教科を教える人です。専科

教員としての県費負担教職員の定数配分はなされていますが、現実問

題として、県費負担教職員を専科教員に充てられる状況にはありませ

んので、市費の非常勤講師を配置することになります。  

委 員       通学路の安全確保に関してですが、現田隈中学校が再編後の白銀中

学校の仮校舎になったら、周辺には高校もあり、今でも通学路には生

徒が多い中、現橘中学校の生徒たちが仮校舎に行けば、さらに人が増

えることになります。特に雨の日には、田隈中学校方面は保護者によ

る送迎の車が多く、渋滞が起きたりしているので、実際に仮校舎にな

った後、どうなるか心配があります。朝は通勤でスピードを出す車も

多くありますし、一層の安全確保が必要と思います。よろしくお願い

します。 

教育長       他にありませんか。  

          無いようでしたら、ご理解いただいたものと考えてよろしいですか。 

          （了解する旨の声あり） 

 

 

（審議事項） 

議案第５号 令和５年度の教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況についての

点検及び評価（令和６年度版「大牟田の教育」）について【教育みらい創造室】  

教育長      令和５年度の教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況につ

いての点検及び評価（令和６年度版「大牟田の教育」）について説明をお

願いします。  

教育みらい創造室長 令和５年度の教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況につ

いての点検及び評価（令和６年度版「大牟田の教育」）について説明しま

す。 

 

（資料に基づき、以下の内容について説明） 

・ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条に基づき、本年度も、令和

５年度における教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について

の点検及び評価を行うもので、その内容を冊子（令和６年度版「大牟田の教育」）

にまとめたので、冊子のとおりとしてよいか審議を求めるもの。  

・ 後日、福岡教育大学の石丸哲史教授から、点検・評価に係る学識経験者意見書

が提出される予定であり、次回の会議で報告する。また、この点検・評価につ

いては、法の定めるところにより、９月定例市議会前の市民教育厚生委員会に

おいて、学識経験者意見書と併せて報告する。  

 

教育長       何かご質問・ご意見はありませんか。 

委 員       「大牟田の教育」は、市民が読んで理解できるよう記述することが

大切だと思います。７月１２日の勉強会の後、そのような観点から修
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正等を行っていただき、ありがとうございます。 

教育長       他にありませんか。  

無いようでしたら、原案のとおり承認してよろしいですか。  

          （承認する旨の声あり） 

       それでは承認します。  

 

 

議案第６号  令和７年度使用中学校教科用図書の採択について【指導室】  

 ≪大牟田市教育委員会会議規則第３条ただし書きの規定により非公開≫  

 

 

教育長      その他にご意見、ご質問はありませんか。 

         無いようでしたら、以上で８月定例会を終わります。  

 

閉会１５時３９分 


